
利用エリア：P18 ・ Cパドック・ショートサーキット・その他（　　　　　　　　　　　　　）
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出展申込書

会期：2024年10月27日（日）9:00～16:00

出展申込者

所在地
〒

〒

所属 役職 氏名

TEL（　　　　）　　　 -
FAX（　　　　）　　　 -

E-Mail @

所属部課 役職 氏名

会社／団体名

ふりがな

本社所在地

申込責任者

担当者連絡先

出展申込内容 該当する□に✓印、必要事項をご記載ください。

申込内容

展示内容
予定されている展示内容を
右側にご記載ください。

出展カテゴリー
今回の出展分野に近いものを

１つお選びください。

有を選択された場合は予定している
車両情報を右欄にご記載ください。

展示車両の有無  ［□無 ・ □有］

有を選択された場合は予定している
実演内容を右欄にご記載ください。

実演の有無  ［□無 ・ □有］

有を選択された場合は予定している
販売内容を右欄にご記載ください。

物販の有無  ［□無 ・ □有］

□ Aパドックでの出展を申し込みます。
※1小間の広さ24㎡（6m×4m）土間渡し。

※ 他出展社、会場スペースとの兼ね合いとなるため、ご希望の小間数に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

出展小間料 ： 90,000円（税別）  ×  小間

□ イベントエリア・試乗会コースのレンタルを申し込みます。

□  トラックメーカー　  □  架装　□  レッカー　□  タイヤ・ホイール　□  整備・アフターサービス
□  サービス　 □  部品　□  用品　□  ソフトウエア　□  カメラ・センサー・デジタコ　□  その他

※ご希望の利用エリアに○をおつけください。

御見積承認　　　年　　月　　日  付の見積内容にて申し込みます。

出展申込先
ジャパントラックショー事務局
一般社団法人 国際物流総合研究所

担当：坂口、矢野 
東京都中央区日本橋人形町1-6-10　ユニコム人形町ビル7F 
TEL.03-3667-1572   FAX.03-3667-1581 
E-mail : info@truck-show.jp

会社名と出展社名が異なる場合はご記入ください 出展社名 ：

裏面記載の出展規約を順守することを約束し、 下記の通り出展の申し込みをいたします。 
（記入日　　年　　月　　日） 

2024年8月30日（金） 申込締切



5.イベント開催の変更及び中止
（1）主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催

者の責めに帰さない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、会場の移転、またはイベ

ントの開催を中止する決定ができるものとします。 

（2）主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、イベント開催の趣旨・目的の

達成が困難と判断した場合は、イベントの開催を中止する決定ができるものとします。 

（3）（1）および（2）の場合、主催者はこれによって生じた出展社、またはその他の者の損害につ

き、責任を負いません。 

（4）主催者が、（1）に基づき、イベントの早期閉会、開催延期、規模縮小または会場を移転する

決定をした場合、出展社は出展料およびオプション料 （出展料以外で、主催者と出展社間の

直接契約から発生した費用）の全額を支払うものとし、既に支払った出展料およびオプショ

ン料については、主催者は返金しないものとします。なお、主催者が中止等を決定した時点

で出展社が出展にかかる請求合計額の支払いを行っていなかった場合でも出展料の全額

を主催者に対して支払うものとする。 

（5）①主催者が、（1）または（2）に基づき、展示会の開催を中止する決定（以下「中止決定」とい

う。）をした場合、同決定の時点で、当該イベントの出展料の全額を支払った出展社に限り、

出展料（税込）を中止決定した時期に応じて下記の割合で返金するものとします（返金日は

追ってご連 絡）。返 金の際に生じる振込手数料は主催者が負担いたします。

②主催者 が中止決定をした時点で、出展社が当該イベントの出展料を支払っていなかった

場合には、当該出展社は同イベントの出展料（税込）を中止決定した時期に応じて、主催者

に支払うこととします（振込手数料は出展者の負担とします）。

（6）本開催は雨天決行です。雨天時の対応に関しましては、出展社各自で行ってください。 

（7）気象状況の悪化、災害の発生などで開催が困難であると会場および事務局が判断した場

合、開催を中止する場合があります。 尚、これによって生じる損害について、会場および主催

者・事務局は一切の責任を負いません。 

（8）基本的に開催の中止決定は主催者にて最終判断いたします。 当日の開催情報は場内アナウ

ンスのほか、イベント公式ウェブサイト・公式SNS（Instagram、Facebook)等で案内します。 

6. 出展料について
出展申込がなされた出展料には、以下を含むものとする。 

①申込展示スペース使用料 

②ブースエリアを除く会場内全体装飾（備品、電気使用料等も含む） 

③公式ポスター、パンフレット等の印刷物の提供 

④主催者による来場者誘致プロモーション 

⑤会期中の会場警備全般（搬入・搬出時含む） 

⑥ブースエリアを除く会場の清掃 

7. 出展社による出展の取消
（1）出展社からの出展申込の全部または一部の取消・解約（申し込みブース数の削減やオプ

ションの取消・削減）は主催者が了承しない限り認めません。 

（2）前項につき、主催者が出展社からの出展申込の全部または一部の取消・解約を了承する場

合には、出展社は以下のとおりのキャンセル料を支払わなければなりません。 

①2024年9月26日までに通知を受け取った場合 ： 出展料の50％ 

②2024年9月27日以降に通知を受け取った場合 ： 出展料の100％ 

8. 申込締切日
　2024 年8月30日（金） 　※ただし予定ブース数になり次第締め切らせていただきます。 

9. 申込方法
本規約表紙の出展申込書を郵送もしくはメール、FAXにてお申し込みください。 

10. 出展申込先
ジャパントラックショー事務局 　一般社団法人　国際物流総合研究所 

〒103‐0013　東京都中央区日本橋人形町1-6-10　 ユニコム人形町ビル７F 

TEL:03-3667-1572  FAX:03-3667-1581 　　　E-mail : info@truck-show.jp 

11.出展契約の成立時期
本出展申込書に基づく出展契約の成立時期は、主催者が出展料の請求書を発送した時点

または出展受諾の電子メール等を出展社に送信した時点とします。 

12. 支払い期日
（1）出展社は主催者が発行する請求書を受理次第、 2024年9月30日(月）までに振込手数料を負

担の上、請求合計額を指定金融機関口座に振込み、主催者に支払うものとします。 

（2）出展社の支払が期日までに実行されず、著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は出

展社の出展申込を解約する権利を有するものとします。

1. 出展資格
（1）本イベントへの出展申し込みは、主催者の定める本出展規約、出展の手引き、その他主催者

の指示を誠実に遵守する者に限ります。 

（2）主催者は、出展社が本イベントの開催趣旨、目的に適う者であるか否かを判断する権限を

有し、これに合致しないと判断した場合は、申し込みをお断り、あるいは出展契約を取り消

させていただきます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示致しません。この場合、主

催者は、出展申込者ないし出展社がそれまでに支出した費用、その他一切の責任を負いま

せん。なお、次のような事例もこれに該当することになります。 

①本出展申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合 

②出展物ないし出展の意図、内容が、本イベントの趣旨にそぐわないと判断される場合 

③出展社の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、 これにより本イベントの運営上悪 

　影響を及ぼすおそれがあると判断される場合 

④来場者、他の出展社、およびその他の第三者からこれまでにおいて苦情等が寄せられた

　ことがある場合、ならびにそのような苦情等が寄せられると予想される場合 

⑤その他、本イベントへの出展が不相当と判断される場合 

（3）本イベントへの出展申込は以上のことを同意したものとみなします。 

2. 出展物
（1）出展物は、イベントの開催趣旨、目的に添い、かつ事前に主催者の承諾を得た品目とします。 

（2）次の各号に該当するものは、出展を禁止します。 

①輸出入・販売禁止品、麻薬、その他の法禁物 

②引火性・爆発性または放射性危険物 

③工業所有権その他無体財産権を侵害するか、そのおそれのある物 

④裸火を使用する物 

⑤主催者の事前の承諾を得られなかった物 

⑥所轄行政庁より指示・勧告のあった物 

⑦その他関連法令に抵触するおそれがある物および公序良俗に反する物 

（3）展示する車両は、法令に則り保安基準に適合したもののみとし、あらかじめ主催者に車検証

等を提出し、展示許可を受けたもののみとします。

（4）前項に該当する以外の物でも、イベントの正常な運営に支障をきたすおそれがあると認め

られる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を規制または禁止させ

ていただくことがあります。 

（5）主催者は、出展社が、出展申込の前後を問わず前項（2）（3）（4）により禁止されたものもしく

は規制されたものを、出展していた場合には、出展社に対し、当該出展物の展示の取りや

め、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展社は、この通知後即時

に、当該出展物の出展の取りやめ、もしくは規制に従っていただきます。 

（6）前項において、出展社が主催者の指示に従わない場合、主催者は出展社に代わって当該出

展物の撤去など、しかるべき措置をとることができ、それらで発生した費用の全額を違約金

としてお支払いをいただきます。これにつき出展社は、主催者に対し、一切の責任追求を行

わないものとさせていただきます。 出展社は前項のことをあらかじめ了解のうえ、本出展申

し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受付けません。 

（7）出展物の輸送・展示・実演・撤去その他出展社の行為に属する費用ならびに、出品物、出展

社・損害賠償等に対する保険料は、すべて出展社負担となります。 

（8）法規制、関係省庁、及び主催者による指導での改善措置に関わる全ての費用は出展社の

負担とし、また出展社は主催者に対し、一切の費用・賠償請求、異議申し立てを行うことは

できません。 

3. 出展物の管理
（1）各出展社は、自己の責任と費用において、各出展ブース内への出展物の搬出入と出展ブー

ス内の出展物の管理をしてください。 

（2）主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合

を含め出展物の損傷その他出展物に関する一切の事故について、その責任を負いません。 

4. 事故等の防止及び責任
（1）出展社は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故等の防止に

努め、万一事故等が発生した場合の責任は出展社において負うものとします。 

（2）主催者は、出展社に対し、出展社の負担で、作業の中止・制限その他事故等防止のために必要

な措置を取り、あるいはこれを命ずることができ、出展社はこれに異議なく応ずるものとします。 

（3）主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故等に一切の責任を負いません。

出 展 規 約

【開催中止決定通知日】

出展申込日　～　2024年 9月26日

2024年 9月27日～2024年10月20日

2024年10月21日～2024年10月27日

【返金の場合】

請求合計額の50％

請求合計額の20%

返金なし

【未入金の場合】

請求合計額の50％

請求合計額の80％

請求合計額の100％


